
とっても
カンタン！

医療機関等を受診の際は

マイナンバーカード
をご利用ください



！
マイナンバーカードを保険証として利用する（マイナ保険証）

ための登録がまだの方は、以下２つの準備をお願いします。

■申請方法は選択可能です

① オンライン申請

(パソコン・スマートフォンから)

② 郵便による申請

③ まちなかの

証明写真機からの申請

マイナンバーカードを申請

■利用登録の方法

① 医療機関・薬局の受付

（カードリーダー）で行う

② 「マイナポータル」から行う

③ セブン銀行ATMから行う

④ 高浜市役所市民窓口グループ

の窓口で行う

マイナンバーカードを
保険証として登録

マイナ保険証を使うメリット

Q.突然の手術や入院の時にマイナ保険証を持っているとどうなりますか？

A.限度額適用認定証等がなくても、高額医療費制度における限度額を超え
る支払いが免除されます。

Q.マイナ保険証でないと受診等できないのですか？(国保の場合)

A.マイナ保険証をお持ちでない方には、申請によらず資格確認書が交付さ
れます。また、ご高齢の方や障害をお持ちの方など、配慮が必要な方は、
高浜市役所市民窓口グループに申請することで資格確認書を取得でき
ます。家族等の法定代理人や介助者等による代理申請も可能です。

よくある質問

過去のお薬や健診データを基に、より良い医療が受けられる

マイナポータルで特定健診やお薬の情報が閲覧できる

緊急時の適切な応急処置や病院の特定、搬送先の病院で活用される

マイナンバーカードの
健康保険証利用について
もっと知りたい方はこちら
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